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内部監査業務の効率化を図ろうと考えている
企業の役員、経理・財務担当者

■電子的な情報の監査証拠いわゆる「電子的監査証拠」
の特性や、従来の監査証拠と異なる点、監査アプロー
チに及ぼす影響、リスクとその対策等について、実践
的な指針を示したカナダ勅許会計士協会による調査
報告書『ELECTRONIC AUDIT EVIDENCE』を日本
語に翻訳したもので、公認会計士及び企業の監査担当
者等が、電子的監査証拠の最新情報を取得することが
できる内容です。

■電子的監査証拠を調査している日本公認会計士協会
内の専担委員（公認会計士）が翻訳を担当しているた
め、実務レベルに即応した表現となっており、実際の
業務にすぐ役立てることが可能です。

■企業の内部統制業化等に対応するための監査スキル
アップや業務効率化に関するノウハウを掲載。とく
に、情報システムと監査のあり方で理解を深めたい公
認会計士や企業の監査担当者にとって活用しやすく
しています。

本書のご案内

内部統制時代に向け、新たな監査業務
ノウハウ取得をめざす公認会計士

こんな方にお役立ていただけます！こんな方にお役立ていただけます！
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内　容　構　成

共有システム
７．監査人が、依存したい電子情報は、クライアントの情報システムだ
けでなく、その他の企業又は個人の情報システムをも経由したかもしれ
ない。監査人は、企業の情報システム及び取引先のシステム、バーチャ
ル・プライベート・ネットワーク（VPN）、付加価値通信網（VAN）、又
は他のインターネット・サービスプロバイダといったその他関連するシ
ステム間の相互関係を理解するために、企業のビジネス・プロセスへの
理解を十分持つべきである。監査人は、監査人が依存しようとする情報
に対する既存の内部統制を識別できるように、内部及び外部間の情報シ
ステムのリンクについて十分な理解を得るべきである。企業が e- ビジ
ネスを実施している場合、監査人は、データが企業の情報システムに統
合される前に、どのように保護され、正当化されているのか、そして不
正アクセスから企業がどのように情報システムを保護しているかを理解
しなくてはならない 4）。

監査アプローチ

監査リスク

８．監査アプローチの計画時に、監査人は監査リスクにおける三つの要
素を考慮すべきである。それは次のとおりである。
⒜　固有リスク ― 最初に想定すべき重要な虚偽表示が生じるリスク
⒝　統制リスク ― 企業の内部統制が重要な虚偽表示を防止又は検知
しないというリスク

⒞　発見リスク ― 企業の内部統制によって修正されなかった重要な

 4） 第 5 章は、電子的監査証拠の信頼性にかかわる内部統制について検討してい

る。本章のパラグラフ 47 から 53 では、サービス機関及び共有システムの利用に

関する監査上の留意点について取り扱っている。
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　第４章　電子的監査証拠による監査の意義

44 虚偽表示が監査人によっても検知されないというリスク 5）

　監査人はまた、ビジネスリスクを考慮しなければならない。それはよ
り広い視野に基づくリスクであり、企業の目的や、その運営及び経営者
に関連したリスクである。
　以下のパラグラフは、電子的監査証拠がこれらリスクの各々の判断に
どのように影響を与えるかを説明している。

ビジネスリスク
９．財務諸表に直接影響を与え得る特定のリスクを考慮するだけでなく、
監査人が企業を全体としてみなし、企業のビジネスの性質、組織、技術
的なアプローチ及びその目的を達成するための活動の管理方法に関連し
た要因が、企業の運営及び財務上に影響を与え得るリスクを構成してい
るかどうかを、評価することは有用である。
　企業の活動に関する十分な知識を得ることによって、監査人は企業を
全体的に検討して、監査に影響を与え得るビジネスリスクの要因を識別
することができる。以下は、電子的監査証拠にしばしば関連する統合情
報システム、e- コマース及び e- ビジネスの環境に特有のいくつかの要
因である。

企業活動を電子的に実施するための戦略
10．企業活動を電子的に実施する場合、それは不用意に行うべきでない。
最初に、自動化の可能性があるビジネス・プロセス、その取り組みにお
ける利点及びリスク、そして実施すべきシステム及びコントロールにつ
いて評価すべきである。
　活動を電子的に実施するための戦略を開発することで、企業はより効

 5）  「CICA Handbook -Assurance, "Materiality and Audit Risk in Conducting 

an Audit,"paragraph5130.10.」を参照。
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